
ＥＴＣコーポレートカード

大口多頻度割引制度

１ヵ月の高速国道の利用額により、下記の割引があります

・ 上記赤字割引率はＥＴＣ2.0を搭載している車両です。１０％の割引が付加されます。

・ 首都高速道路・阪神高速道路も最大２０％割引

・ 平日朝夕割引（最大50％）・深夜・休日割引（30％）の適用後、更に大口多頻度割引を適用

5,000円超 10,000円までの部分 ２０％（10％）

10,000円超 30,000円までの部分

30,000円を超えた部分

３０％（20％）

４０％（30％）

登録が必要
高速道路株式会社への申請はお任せ下さい

■ 利用方法
・ カード上に記載されている車両Ｎｏの車載器にカードをセットし、ＥＴＣレーンを通過して下さい。
・ カード上に記載されている車両以外は使用できません。
・ 車両単位で高速国道を大口利用（月額30,000円以上）されている車両での申請です。

■ カード取扱手数料
・ カード年会費 ６２９円／枚
・ カードの組合賦課金 発行が何枚でも１０００円／月

■ 車両入替や車載器変更による変更手続き
・ 車両限定のため車両変更時に入替車両の車検証・セットアップ証明書が必要となります。
・ 車載器情報が変更になった時も車検証及びセットアップ証明書の提出が必要です。

■ 保証預託について
・ 日本高速道路株式会社の規定等、プレゼンターの説明をお聞きください。

車両限定カード

東・中・西高速道路株式会社発行貸与
するＥＴＣカードです。

大口多頻度割引制度を利用できるカー
ドで、ＥＴＣカードの中で一番大きな割引
があるカードです。

利用・維持費・管理について 車両名義・支払・必要書類

■ 車両名義について
・ 申請法人名義に限ります。

■ お支払い
・ 末締め、翌々月５日 口座振替

■ 申請時に揃える書類
・ 車検証
・ セットアップ証明書
・ 履歴事項全部証明書

■ その他
・ 組合加入 出資金￥10,000.－

Ａ

ＥＴＣコーポレートカード通常版： 高速道路株式会社が定めるＮＥＸＣＯの大口多頻度割引対象道路を車両単位で月額30,000円以上走行する車両が対象


